
 

 

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の 

 

とおり専決処分する。 

 

 

　　令和５年１１月２４日 

 

 

羽村市長　橋　本　弘　山 

 

 

記 

 

 

令和５年度羽村市一般会計補正予算（第６号）　〔別　紙〕



 



－ 1 － 

 

 

令 和 ５ 年 度 羽 村 市 一 般 会 計 補 正 予 算 

（ 第 ６ 号 ） 

 

令和５年度羽村市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 968 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 25,187,996 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月２４日 

羽村市長　　橋　本　弘　山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

- 2 -

20 繰入金 926,141 968 927,109

 1 基金繰入金 660,986 968 661,954

歳 入 合 計 25,187,028 968 25,187,996



歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

- 3 -

 3 民生費 12,464,221 968 12,465,189

 3 生活保護費 1,764,358 968 1,765,326

歳 出 合 計 25,187,028 968 25,187,996



 



歳入歳出予算補正事項別明細書

１　総　括

(歳　入)

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

- 5 -

20 繰入金 926,141 968 927,109

歳 入 合 計 25,187,028 968 25,187,996
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